
○ 「障害者の権利に関する条約」（平成26年批准）で提唱 
○ 障がいの有無やその他の個々の違いを認め合い、障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に学ぶことを追求 
○ 誰もが生き生きと活躍できる社会の形成をめざす 
○ 人間の多様性の尊重等を強化 
○ 障がい者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加 
○ 個人に必要な「合理的配慮」を提供 

インクルーシブ教育システム 

 全ての学校や学級に、発達障がいを含む
障がいのある子どもたちが在籍している可能
性を前提とします。 

通常の学級 
◇子どもたちの十分な学びを確保 
◇障がいの状態や発達の段階に応じた指導や支援を充実 
◇育成をめざす資質・能力についての基本的な考え方を共有 

組織的・継続的指導や支援  小・中学校と特別支援学校との間の柔軟
な転学、中学校から特別支援学校高等部
への進学などを考慮し、教育課程の連続性
が求められます。 

① インクルーシブ教育システムの理念の推進 

通級による指導 特別支援学級 

特別支援学校 


